
○久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 

平成２２年３月２３日 

規則第２０３号 

改正 平成２７年３月２４日規則第１９号 

平成２７年４月１５日規則第２８号 

令和３年２月９日規則第１１号 

令和４年２月１８日規則第７号 

令和４年１０月１日規則第４２号 

 

（市長が必要と認める図書） 

第１条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交通

省令第３号。次条、第４条及び第８条において「省令」という。）第２条第１

項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の

２第１項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写

し 

（２） 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。

以下「法」という。）第６条第２項の規定により建築基準法第６条第１項の

確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第６条の３第４項の規定

による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当

該通知書又はその写し 

（３） 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。次

号及び第６号において「住宅品質確保法」という。）第６条の２第３項の確

認書又は同条第４項の住宅性能評価書（いずれも法第６条第１項第１号に掲

げる基準に適合しているものに限る。以下この号及び次項において「確認書



等」という。）の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し 

（４） 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令

第２０号。次号及び第６号において「住宅品質確保法施行規則」という。）

第４１条第１項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品

質確保法第４４条第３項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類（以

下この号及び次条第１号において「住宅型式性能認定書等」という。）の交

付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し 

（５） 住宅品質確保法施行規則第４５条第１項の型式住宅部分等製造者認証

書（以下この号及び次条第２号において「型式住宅部分等製造者認証書」と

いう。）の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し 

（６） 法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請（以下「認定

申請」という。）に係る住宅の構造及び設備について、平成２１年国土交通

省告示第２０９号（長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の

基準）第３に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 

住宅品質確保法施行規則第８０条第１項の特別評価方法認定書の写し又は住

宅品質確保法第５９条第１項の登録試験機関が作成した住宅品質確保法施行

規則第８３条第１項の証明書と同等の内容を有する書類の写し 

（７） 第５条第１号に規定する場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応

じ、当該ア又はイに定めるもの 

ア 市長から第５条第１号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付

を受けている場合 当該書類の写し 

イ アに掲げる場合以外の場合 第５条第１号に掲げる基準に適合すること

を確認できる図書 

（８） 第５条第２号に規定する場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応

じ、当該ア又はイに定めるもの 

ア 市長から第５条第２号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付



を受けている場合 当該書類の写し 

イ アに掲げる場合以外の場合 第５条第２号に掲げる基準に適合すること

を確認できる図書 

（９） 第５条第３号本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 

当該基準に適合することを確認できる図書 

（１０） 第６条本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 当該

基準に適合することを確認できる図書 

（１１） その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書 

２ 前項の規定にかかわらず、確認書等又はその写しを添えて認定申請を行う場

合には、同項第４号から第６号までに定める図書の添付を要しない。 

（市長が不要と認める図書） 

第２条 省令第２条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１） 前条第１項第４号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて

認定申請を行う場合であって、省令第２条第１項の表１の各項に掲げる図書

に明示すべき全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請

において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項

に掲げる図書 

（２） 前条第１項第５号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを

添えて認定申請を行う場合であって、省令第２条第１項の表１の各項に掲げ

る図書に明示すべき全ての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性

能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されていると

き 当該各項に掲げる図書 

（３） 一の建築物について、同時に２以上の認定申請又は変更の認定申請

（法第８条第２項において準用する法第５条第１項から第３項まで及び第６

項の規定による変更の認定の申請をいう。）を行う場合であって、省令第２



条第１項の表１、表２又は表３の各項に掲げる図書のうち共用部分に係るも

のを同時に申請するいずれかの申請書に添付したとき 当該共用部分に係る

図書 

（申請の取下げ） 

第３条 認定申請、変更の認定申請（法第８条第２項において準用する法第５条

第１項から第７項までの規定による変更の認定の申請をいう。）又は法第１０

条の承認の申請を取り下げようとする者は、様式第１号の申請取下げ書を市長

に提出しなければならない。 

（容積率の特例に係る許可申請） 

第４条 省令第１８条第１項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次

に掲げるものとする。 

（１） 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１

項の表１に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び２面以上の立面図並

びに同項の表２の（２９）項に掲げる日影図（建築基準法第５６条の２第１

項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。） 

（２） その他市長が必要と認めるもの 

（居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準） 

第５条 法第６条第１項第３号に規定する地域における居住環境の維持及び向上

への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。 

（１） 認定申請に係る建築物を地区計画等の区域のうち都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）第１２条の５第２項第１号の地区整備計画が定められ

ている区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合

にあっては、当該建築物が同条第７項の規定により定められた事項（同項第

２号に係るものに限る。）に適合していること。 

（２） 認定申請に係る建築物を景観計画の区域に建築しようとする場合又は

当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が景観法（平成



１６年法律第１１０号）第８条第４項第２号の規定により定められた制限に

適合していること。 

（３） 認定申請に係る建築物を次の区域に建築しようとするものではないこ

と又は当該建築物が当該区域に存しないこと。ただし、当該区域を定めた者

の意見を聴いて当該建築物が長期にわたり存することに支障がないと市長が

認める場合は、この限りでない。 

ア 都市計画法第４条第４項の促進区域の区域 

イ 都市計画法第４条第６項の都市計画施設の区域 

ウ 都市計画法第４条第７項の市街地開発事業の施行区域 

エ 都市計画法第４条第８項の市街地開発事業等予定区域の区域 

オ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第８条第１項の告示があっ

た日後における同法第２条第３項の改良地区の区域 

（自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準） 

第６条 法第６条第１項第４号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は

軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域に建築

しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこととす

る。ただし、当該区域の廃止又は指定の解除が見込まれる場合は、この限りで

ない。 

（１） 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定す

る地すべり防止区域 

（２） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５

７号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

（３） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

（報告） 

第７条 法第１１条第１項の認定計画実施者は、次の各号に掲げる場合において



法第１２条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について

報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならな

い。 

（１） 法第９条第１項の認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に

係る工事が完了した場合 様式第２号の工事完了報告書 

（２） 前号に掲げる場合以外の場合 様式第３号の状況報告書 

（取りやめる旨の申出） 

第８条 法第９条第１項の認定長期優良住宅建築等計画又は法第１０条第２号ロ

の認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめ

る旨の申出をしようとする法第１１条第１項の認定計画実施者は、様式第４号

の取りやめ申出書に省令第６条の通知書（法第８条第１項の変更の認定を受け

た者にあっては、省令第６条の通知書及び省令第９条の通知書）を添えて市長

に提出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の久喜市長期優良住宅の普及の促

進に関する法律施行細則（平成２１年久喜市規則第１６号）の規定によりなさ

れた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２７年３月２４日規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定は、

この規則の施行の日以後に受理した長期優良住宅建築等計画の認定の申請に添



える図書について適用し、同日前に受理した長期優良住宅建築等計画の認定の

申請に添える図書については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年４月１５日規則第２８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定は、

この規則の施行の日以後に受理した長期優良住宅建築等計画の認定の申請に添

える図書について適用し、同日前に受理した長期優良住宅建築等計画の認定の

申請に添える図書については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年２月９日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年２月１８日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年２月２０日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律

施行細則第１条の規定は、この規則の施行の日以後にされる長期優良住宅建築

等計画の認定の申請に係る図書について適用し、同日前にされた長期優良住宅

建築等計画の認定の申請に係る図書については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１条の規定による改正前の久喜市長期優良住宅

の普及の促進に関する法律施行細則第１条第３号の規定は、当分の間、なおそ

の効力を有する。 

４ この規則による改正前の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行

細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することが



できる。 

５ 第２条の規定による改正後の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律

施行細則第６条の規定は、附則第１項ただし書に規定する日以後にされる長期

優良住宅建築等計画の認定の申請に係る基準について適用し、同日前にされた

長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る基準については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行

細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 


